
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠内を記入してください。押印は不要です。 
（「１月１日現在の住所」が現住所と同じ場合は「同上」。） 

⑬ 社会保険料控除 
国民健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
国民年金などの保険料の金額を記入します。 
※ご家族の年金から天引きされている国民健康保険料
（税）、後期高齢者医療保険料、介護保険料を含めること
はできません。 

※支払いを証明する書類の原本を添付してください。 
⑭ 小規模企業共済等掛金控除 記入は(7)⑭へ 
小規模企業共済、企業型確定拠出年金のうち個人拠出分や
心身障害者扶養共済の掛金の金額を記入します。 
※領収書の原本を添付してください。 
⑮ 生命保険料控除 
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を記入し
ます。 
※控除証明書の原本を添付してください。 
※適用契約の新旧の別、保険料の種類、対象となる金額は
控除証明書をご確認ください。 

⑯ 地震保険料控除 
地震保険料、旧長期損害保険料を記入します。 
※控除証明書の原本を添付してください。 
※１つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を
支払った場合にはどちらか一方の保険料しか選択でき
ません。 

※保険契約の区分、対象となる金額は控除証明書をご確認
ください。 

㉗ 雑損控除 
あなたやあなたと生計を一にする親族が所有する住宅・家財
等の資産が災害や盗難等の被害を受けた場合に記入します。 
㉘ 医療費控除 
あなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医
療費が一定の金額を超えた場合に記入します。 
※「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション
税制の明細書」を作成し、添付してください。 

※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どち
らか一方の選択適用となります。 

※領収書の添付は不要です。自宅で５年間保管してくださ
い。 

※セルフメディケーション税制を選択する場合は、（７）の
「区分」欄に「１」と記入してください。 

⑰・⑱ 寡婦控除・ひとり親控除 
寡婦・ひとり親に該当する方は対象の欄へチェックを入れ
ます。 
※寡婦控除の場合は事由にもチェックを入れます。 
⑲ 勤労学生控除 
勤労学生に該当する方は学校名を記入します。 
※学生証等のコピーを添付してください。 
⑳ 障害者控除 
あなたもしくは扶養者が障害者控除の条件に該当する場合
は、氏名と障害の程度を記入します。 
※手帳など障害の程度を証明できる書類のコピーを添付し
てください。 

㉑～㉒ 配偶者控除・配偶者特別控除 
各控除に該当する場合は、配偶者の氏名等を記入します。 
㉓～㉔ 扶養控除・特定親族特別控除 
合計所得金額 58 万円以下で 16 才以上の親族（事業専従
者を除く）がいる場合は、被扶養者の氏名等を記入します。 
※被扶養者と別居している場合は、裏 面（16）「別居の扶
養親族等に関する事項」を記入します。 

※扶養控除は他の方と重複して適用することはできません 
特定親族特別控除 
特定親族のうち所得 58 万超 123 万円以下が対象です。 
控除に該当する場合は、対象者の氏名等を記入します。 
16 歳未満の親族 
合計所得金額 58 万円以下の親族（事業専従者を除く）が
いる場合は、扶養者の氏名等を記入します。 

 

令和 8 年度 市県民税申告書の書き方 
令和 7 年１月１日から令和 7年 12 月 31 日までの１年間分の総収入額等について記入してください。 

１ 収入金額等 
年間で得た収入の総額を項目ごとに計算し、該当欄へ記入
します。 
２ 所得金額 
収入から必要経費等を引いた後の金額を該当欄へ記入しま
す。 
４ 所得から差し引かれる金額 
所得控除の金額を該当欄へ記入します。 

給与・公的年金等にか

かる所得以外の所得

がある方は「給与から

差し引き（特別徴収）」

または「自分で納付

（普通徴収）」のどち

らかにチェックして

ください。チェックが

ない場合、給与所得が

ある方は、原則、特別

徴収になります。 

(１) 

～令和 7 年中に収入がなかった人の書き方～ 
 

 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

(７) 

(６) 

【手順１】 

 
(１)の枠内を
記入します。 

【手順２】 
 
(７)の所得金額の合計欄に「０」を記入します。 

【手順３】 
 
(８)の１～３に該当する項目を記入します。 

≪非課税収入の例≫ 
障害年金、遺族年金、損害賠償金 

  生活保護、慰謝料、当せん金 

【手順４】 
扶養している
方がいる場合
は、(４)の該
当する欄に記
入します。 

(１) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

(６) 

(７) 

(８) 
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対象項目 必要書類 

申告者全員 
マイナンバーカード（もしくはマイナン

バーが確認できる書類と身元確認書類） 
コピー添付 

該
当
す
る
人
の
み
（
収
入
・
控
除
の
項
目
） 

給与・公的年金等所得 源泉徴収票 不要 

事業（農業、営業）所得 
不動産所得 

収支内訳書 原本添付 

一時所得・雑所得 収入及び経費が分かる書類 不要 

総合譲渡所得 
収入及び経費が分かる書類 不要 

譲渡所得の内訳書 原本添付 

社会保険料控除 
社会保険料控除証明書、社会保険料の領
収書 

原本添付 

小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金額の証明書 原本添付 

医療費控除 

医療費控除の明細書 
セルフメディケーション税制の明細書 

原本添付 

おむつ使用証明書 原本添付 

生命保険料控除 

地震保険料控除 
支払保険料の控除証明書 原本添付 

障害者控除 
障害者手帳・療育手帳、障害者控除対象者
認定書 

コピー添付 

寄付金控除 寄附金の受領書など 原本添付 

※扶養親族が国外に住んでいる場合は、和訳された必要書類（市 HP に掲載）を添付して下さい。 

 
扶養人数 なし 1 人 2 人 3 人 4 人 

均等割 合計所得金額 38 万円 82.8 万円 110.8 万円 138.8 万円 166.8 万円 

所得割 総所得金額等 45 万円 112 万円 147 万円 182 万円 217 万円 
 

６ 給与所得の内訳 
給与所得がある方で、源泉徴収票のない給与がある場合
に記入します。 

７ 事業・不動産所得に関する事項 
事業所得・不動産所得の収入等の内訳を記入します。 
※別途、収支内訳書を作成し添付してください。 

８ 配当所得に関する事項 
配当金計算書などを基に配当所得の内訳を記入します。 
※令和６年度より所得税と住民税で課税方式を一致させ
ねばならなくなりました。そのため、住民税の申告不
要制度は選択できなくなりました。 

９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項 
公的年金以外の雑所得の内訳を記入します。 
※公的年金以外で原稿料などの副収入による所得は「業
務に係る雑所得」、それ以外の個人年金などは「その他
の雑所得」に該当します。 

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項 
総合譲渡所得・一時所得の内訳を記入します。 

11 事業専従者に関する事項 
事業所得がある方で、専従者控除を受ける場合に専従者
の氏名等を記入します。 
※事業専従者になっている方を配偶者（特別）控除及び
扶養控除の対象者とすることはできません。 

 

13 寄附金に関する事項 
対象団体等に寄附を行った場合に、寄附した金額を記入
します。 
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方も、
記入が必要です。 

15 所得金額調整控除に関する事項 
所得金額調整控除の適用となる場合で、表面(４)の対象
者とならない特別障害者または 23 歳未満の扶養親族が
いる場合に、その扶養親族の氏名等を記入します。 
 

14 事業税に関する事項 
該当する場合は、記入します。 
詳細は中信県税事務所（TEL40-1905）へお問い合わ
せください。 
 

12 別居の扶養親族等に関する事項 
扶養控除の対象者で被扶養者と別居している場合に、そ
の被扶養者の氏名及び住所を記入します。 
被扶養者が国外に居住している場合は、該当する事由に
チェックします。 ●申告に必要なもの 

(９) 

申告会場は、大変混雑します。 
郵送または投函箱への申告書提出にご協力を
お願いします。 
投函箱は、税務課及び各支所に設置してあり
ます。 

お問い合わせ先・郵送先 
〒399-8281 
安曇野市豊科 6000 
安曇野市役所 
税務課 市民税担当 
℡：71-2000（代） 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(９) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) (15) 

(16) 

(17) 

(18) 

均等割・所得割の課税判定 

次の①、②に該当する場合は、市県民税が非課税になります。 
①合計所得金額が 135 万円以下で、障害者・ひとり親又は寡婦・婚姻歴のない未成年のいずれかに該当する人 
②生活保護法によって生活扶助を受けている人 

※合計所得金額：純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の額 
総所得金額等：純損失、雑損失の繰越控除後の各所得金額の合計額 


